
住まいのイベントのご案内 

自分でできる 
相続登記の 
方法 

相続した不動産が親名義のままになっているけど・・ 
名義変更ってどうしたら良いの？自分でできる方法について司法書士が 

詳しく解説いたします。次の相続により、関係者が増える前に名義変更を
行って将来の不動産活用に備えましょう！ 

     司法書士  金子事務所 

         司法書士  山口 淳子氏 

※セミナー後、ご希望の方は個別相談も承ります。 
（お一組様45分間）①13:30～、②14:15～、③15:00～、④15:45～、⑤16:30～ 

予約制 

無料 

講師 ご予約は 

QRコードから
も承ります。 

    ５/６(日) 

    1０:30～1２:00 
 

    ５/１２日(土) 

    1０:30～1２:00 
 

      ５/２０(日) 

    1０:30～1２:00 

新ゆり 

世田谷 

あつぎ 

相続後そのままにしていませんか？ 


